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五條市地域公共交通「ゴーちゃんバス」の運賃（案）の概要
［運賃について］
　　・五条駅前バスターミナルの建設に伴い路線が延伸、短縮されますが、各路線の
運賃の変更はありません。

　ゴーちゃんバス
　五条駅・田園方面ライン　　　　　　　　　１乗車200円（変更なし）
　南奈良総合医療センター通院ライン　　１乗車200円（変更なし）

[bookmark: _Hlk222220513]（令和7年度は運賃負担低廉化措置をとり、１乗車100円で乗車できます。）

［路線の変更等について］
　　・ 五條バスセンターが令和８年７月から使用できなくなることに伴い、
「五條バスセンター」停留所は仮設停留所になります。

　　・ JR五条駅前にバスターミナルが建設され、「五条駅」停留所が乗継等を行う
停留所になります。

これに伴い、各路線の起終点が「五条駅」になります。
五条駅・田園方面ライン　　　　　　　　　田園方面　～　「五条駅」
　　    南奈良総合医療センター通院ライン　　「五条駅」　～ 　福神駅  に変更

（詳細は別添資料をご確認ください。）








［その他］
　　 ・ 　道路運送法第９条第４項の規定により、運賃等については地域公共交通会議（道路運送法施行規則第４条第２項）とは別の協議会（以下「運賃協議会」という。）を開催しなければならないこととなっており、「五條市地域公共交通運賃等協議会」を設置しておりますが、関係者の負担軽減を図り、生産性向上を図る観点から、今後、以下の内容について、開催を要しない軽微な変更として取り扱うととともに、別添の「五條市地域公共交通運賃等協議会設置要綱改正（案）」のとおり、要綱を改正することとします。

（軽微な事案）
（1） 均一制運賃を適用する路線（系統）において、系統変更を伴う停留所の新設や変更、路線の付け替えや一部延伸があった場合（競合する路線がある場合、路線延長により当該路線が初めて他の市町村に乗り入れする場合を除く）でも、運賃額に変更がない場合
（2）　毎年のイベント行事等に係る営業割引を実施する場合 
（3）　工事等により一時的な迂回が生じる場合の路線等を変更する場合 
（4）　新たな決済手段を追加する場合

